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諮 問 第 ５ ５ ３ 号

環水大土発第210 6 1 0 1号

令 和 ３ 年 ６ 月 1 0 日

中央環境審議会会長

高村 ゆかり 殿

環 境 大 臣

小 泉 進 次 郎

（公 印 省 略）

農薬取締法第４条第３項の規定に基づき

環境大臣が定める基準の設定について（諮問）

標記のうち、別紙の農薬に関し、農薬取締法第４条第１項第６号から第９号までに

掲げる場合に該当するかどうかの基準（昭和46年３月農林省告示第346号）第４号の環

境大臣が定める基準を設定することについて、貴審議会の意見を求める。



（別紙） 

１Ｌ－（１，３，４／２，６）－２，３－ジヒドロキシ－６－ヒドロキシメチ

ル－４－［（１Ｓ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｓ）－４，５，６－トリヒドロキシ－３－

ヒドロキシメチルシクロヘキサ－２－エニルアミノ］シクロヘキシル＝β－Ｄ

－グルコピラノシド（別名バリダマイシン） 



 

 

中 環 審 第 1 1 7 9 号 

令 和 ３ 年 ６ 月 1 4 日 

 

中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 

   部会長 古米 弘明 殿 

 

中央環境審議会 

会長 高村 ゆかり 

         （ 公 印 省 略 ） 

 

 

農薬取締法第４条第３項の規定に基づき 

環境大臣が定める基準の設定について（付議） 

 

 

令和３年６月１０日付け諮問第 553 号をもって環境大臣より当審議会に対してな

された標記諮問については、中央環境審議会議事運営規則第５条の規定に基づき、水

環境・土壌農薬部会に付議する。 


